
食品衛生法が改正されました

●食品衛生法は、飲食による健康被害の発生を防止するための法律です。
●食を取り巻く環境の変化や国際化などに対応して食品の安全を確保するため、

平成30年に改正を行いました。周知や経過措置の期間が終了し、令和３年６月１日か
ら完全施行します。

●営業許可申請、営業届出、リコール情報の報告はオンラインでの手続が可能です。
（詳細は裏面）

“HACCPに沿った衛生管理”を制度化

“営業許可制度”の見直しと“営業届出制度”の創設

一般的衛生管理に加え、HACCPに沿った衛生管理の実施を、原則として全ての食品等事業者
に求めます。衛生管理計画を作成し、実施状況の記録を保管してください。

小規模営業者等は、厚生労働省ホームページで公表している手引書を参考に、簡略化したアプ
ローチで取り組むことができます。

営業許可制度の見直し
食中毒等のリスクや、食品産業の実態を踏まえ、営業許可が必要な業種の見直しを行いました。

既存の営業者には業種に応じて、経過措置があります。

食品等の“リコール情報”の報告を義務化

営業者が食品等の自主回収（リコール）を行う場合に、自治体を通じて国へ報告する仕組みを
作り、リコール情報の報告を義務化しました。営業者は、回収に着手した旨、回収の状況を所管
の自治体に届け出なければなりません。

届出された情報は一覧化してホームページ等で公表されます。

令和３年６月１日施行

食の安全のために

ハ サ ッ プ

HACCP（ハサップ）
原料の受け入れから製造・調理、製品の出荷までの一連の工程や貯蔵、販売において、食中毒などの健康被害

を引き起こす可能性のある危害要因を科学的根拠に基づいて管理する方法

食品等事業者の皆さまへ

経過措置（例）
・令和３年６月１日時点で営業している営業者の方は令和３年11月30日までに届出を行う必要があります。

経過措置（例）
・新たに営業許可業種となる業種の営業者で、令和３年６月１日時点で営業している営業者の方は、営業許可の

取得に３年の猶予期間があります。
・既存の営業許可は期限まで有効です（下記の届出業種となる場合は届出不要です）。

営業届出制度の創設
HACCPに沿った衛生管理の制度化に伴い、食品等事業者を把握できるよう、営業の届出制度

を創設しました。
「許可営業」と「届出対象外営業」以外の営業を営んでいる場合には、管轄の保健所に営業

届出を行ってください。なお、許可営業者が届出営業も営む場合にも届出が必要です。


